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Ⅰ はじめに  
  

  平成１２年に「地方分権一括法」が施行され、地方分権の流れの加速と

歩調を合わせ、地方公共団体では既存の経常収支比率など現金収支にかか

る過去情報を中心とした財政指標だけでなく、財政状況を総合的かつ長期

的に把握することが必要とされている。 

   

 また、夕張市の破綻などがあったことで、住民に対する継続的なサービ

スを持続していくことなどの財政状況が注目されている。 

 

   このような中、財政の健全性に関する比率の公表の制度を設け、当該比

率に応じて、地方公共団体が財政の早期健全化等を図るための計画を策定

する制度が定められた。 

 
一方、現在の公会計制度では、ストックとしての市の資産・負債に関す

る情報が十分でなく、市の保有資産の状況や将来にわたる市民負担などの

状況がわかりにくいことや自治体と一部事務組合等との連結した財務情報

が提供されておらず、公共部門の全体像が把握しにくいこと、費用認識す

べき行政コストや事業毎の将来維持管理費用などを加味したコストが明ら

かにならないなどの課題がある。  
    

地方公共団体には、これらの課題を解決する手段として、発生主義・複

式簿記等の企業会計の考え方を活用した公会計制度改革が求められている。 
 

   そこで、本市では財政の効率化・透明性を図るとともにより安定した自

治体経営をめざし、複式簿記による公会計制度改革に取り組むこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅱ 国の公会計制度改革の方針  

 
 １ 考え方                              

平成１８年４月に、総務省は「新地方公会計制度研究会」を発足し、地方

公共団体に対して、これまで以上に自立・自己責任の行政経営を進めるため

に、資産・債務を適正に管理し、企業会計の手法を活用した財務書類で財務

情報の分かりやすい開示を求めた新たな公会計制度の導入を推進している。  
  このため総務省は、「新地方公会計制度研究会報告書（平成１８年５月）」

において企業会計の手法を活用した財務書類のモデルを二通り示し、地方公

共団体においてはいずれかのモデルを選択し、平成２１年秋に財務４表（貸

借対照表・行政コスト計算書・資金収支計算・純資産変動計算書）を作成・

公表することとした。  
 
 
 

 ２ 整備の視点                            
地方公共団体には、内部管理強化と住民への分かりやすい財務情報の開示

の必要性から、以下のような視点で新たな公会計制度を整備していくことが

求められている。  
 

(1) 資産・債務管理 （貸借対照表、純資産変動計算書）  
  資産・債務の洗い直しを行い、資産・債務の把握と管理を推し進め、資

産の有効活用や売却可能資産の売却の促進及び債務の圧縮による適正な

財政運営を行う。  
 
(2) 費用管理 （行政コスト計算書、資金収支計算書）  

収入と収益の区分を行い、コスト情報を把握する。  
 
(3) 財務情報のわかりやすい開示  

   住民等が、経済的・政治的意思決定を行うに当たり有用な財政状態、  

業績、純資産の変動、資金収支の状態などに関する情報を提供する。  
 
(4) 議会における予算・決算審議での利用など  

   議会に対し、財政状況等の説明責任を果たす。  
  
   (5) 政策評価・予算編成・決算分析との関連付け  
    「予算→決算→評価→予算編成への反映」というＰＤＣＡサイクルを確

立して財政の効率化を図る。  



 
 
 
 ３ 公会計モデルの概要 （鹿屋市は２段階方式で完了）         
 

(1) 総務省方式改訂モデル・・・基準モデル移行までの経過措置  
平成２１年秋までに作成・公表（実証団体：静岡県浜松市）  

   ① 地方公共団体財務書類作成にかかる総務省方式改訂モデル（以下「総  
務省方式改訂モデル」）は、各団体のこれまでの取組や作成事務の負

荷を考慮し、固定資産台帳や個々の複式簿記によらず、既存の決算統

計情報を活用して作成する。  
   ② 開始貸借対照表の整備が比較的容易であり、公有財産の整備財源情

報などの情報開示が可能となるなどの特徴がある。  
   ③ 資産の有効活用等の目的達成のため、売却可能資産から優先して固

定資産台帳を整備するとともに、未収金・貸付金の評価情報の充実を

あらかじめ意図したモデルである。  
   
 

(2) 基準モデル・・・より企業会計に近いもの  
     平成２４年度以降に作成・公表（実証団体：岡山県倉敷市）  
 ① 地方公共団体財務書類作成にかかる基準モデル（以下「基準モデル」） 

は、企業会計実務を基に、資産、税収や移転収支など地方公共団体の

特殊性を加味し、資産負債管理や予算編成への活用等公会計に期待さ

れる機能を果たす。  
   ② 開始貸借対照表を固定資産台帳等に基づき作成し、ストック・フロ

ー情報を網羅的に公正価格で把握した上で、個々の取引情報を発生主

義により複式記帳して作成することを前提としたもの。  
   ③ 事務処理の軽減を図るため、固定資産の評価方法や標準的な仕訳パ

ターンをあわせて提案している。  
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《財務書類（財務４表）》  

 

基準モデル 総務省方式改訂モデル

固定資産の
算出方法

（初年度期首残高）

○現存する固定資産をすべて
　リストアップし、公正価値により評価

○売却可能資産：時価評価

固定資産の
算出方法

（継続作成時）

○発生主義的な財務会計データから
　固定資産情報を作成
○その他、公正価値により評価

○売却可能資産以外：
　過去の建設事業費の積上げにより算定
　→段階的に固定資産情報を整備

固定資産の範囲 ○すべての固定資産を網羅
○当初は建設事業費の範囲
　→段階的に拡張し、立木、物品、地上権
　　ソフトウェア等を含めることを想定

台帳整備
○開始貸借対照表作成時に整備
　その後継続的に更新

○段階的整備を想定
　→売却可能資産、土地を優先

作成時の負荷
○当初は、固定資産の台帳整備及び仕訳
　パターンの整備等に伴う負荷あり
○継続作成時には、負荷は減少

○当初は、売却可能資産の洗い出しと評価
　回収不能見込額の算定など、現行総務省
　方式作成団体であれば負荷は比較的軽微
○継続作成時には、段階的整備に伴う負荷
　あり

財務書類の
検証可能性

○開始時未分析残高を除き、財務書類の
　数値から元帳、伝票に遡って検証可能

○台帳の段階的整備等により、検証可能性
　を高めることは可能

財務書類の作成・
開示時期

○出納整理期間後、早期の作成・開示が
　可能

○出納整理期間後、決算統計と併行して作
　成・開示

【基準モデルと総務省方式改訂モデルの特徴】

鹿屋市は土地
を追加

①貸借対照表 ②行政コスト計算書 ③資金収支計算書 ④純資産変動計算書

①目的

基準日時点における地
方公共団体の財政状
態（資産・負債・純資産
の残高）を明らかにす
る。

会計期間中の地方公
共団体の業績、すなわ
ち費用・収益の取引高
を明らかにする。

地方公共団体の資金
収支の状態、すなわち
地方公共団体の内部
者（首長、議会、補助機
関等）の活動に伴う資
金利用状況及び資金
獲得能力を明らかにす
る。

会計期間中の地方公
共団体の純資産の変
動、すなわち政策形成
上の意思決定またはそ
の他の事象による純資
産及びその内部構造の
変動（損益外純資産減
少原因・損益外純資産
増加原因の取引高）を
明らかにする。

②表示方法

「資産の部」、「負債の
部」及び「純資産の部」
に区分して表示する。

「経常費用」及び「経常
収益」に区分して表示
する。このうち、経常費
用合計は、総行政コスト
を意味する。また、経常
費用合計から経常収益
合計を控除して計算さ
れる純経常費用は純行
政コストを意味する。

「経常的収支区分」、
「資本的収支区分」及
び「財務的収支区分」
の三区分により表示す
る。

「財源変動の部」、「資
産形成充当財源変動
の部」及び「その他の純
資産変動の部」に区分
して表示する。

③主な内容

・次世代に引き継ぐ
　資産
・将来職員が退職す
　る場合の負担
・損失補償している
　公社等の債務

・経常的な行政サービ
　スにかかったコスト
・受益者負担でどれ
　ほどのコストが賄わ
　れたか

・経常的経費や投資
　的経費の財源
・年間での資金の
　変動

・資産がどのように
　変動したのか
・資産はどのような
　財源で形成された
　のか



《財務４表の相関関係》  
 

 
 
 

借方 貸方
資産 負債

③

歳計現金
純資産

　　②

①

　①貸借対照表の資産のうち「歳計現金」の金額は、資金収支計算書の「期末歳計現金残高」と対応する。

　③行政コスト計算書の「純行政コスト」の金額は、行政コストと収益の差額であるが、これは、純資産変動計算書の
　　　「純行政コスト」に対応する。

　②貸借対照表の「純資産」の金額は、資産と負債の差額として計算されるが、これは純資産変動計算書の「期末純資産残高」
　　　と対応する。

科目振替等

期末純資産残高

①経常的収支②公共資産整備収支

収　　入

期首歳計現金残高

期末歳計現金残高

【貸借対照表】 【行政コスト計算書】

行政コスト

収益

純行政コスト

【純資産変動計算書】

期首純資産残高

純行政コスト

一般財源、補助金受け入れ等

【資金収支計算書】

③投資・財務的収支　　　　　　　　　　

支　　出

歳計現金増減額



Ⅲ 鹿屋市の公会計制度改革への取り組み  

 
 本市においては、国の公会計制度改革の方針を踏まえ、市民への説明責任

を果たしつつ、さらなる財政の効率化と健全化を図るため、企業会計の手法を

活用した公会計改革に取り組むこととする。  
改革を進めるに当たっては、まず始めに総務省方式改定モデルによる財務４

表を作成することとする。この改定モデルは、決算統計のデータを活用し、資

産・債務等の修正を加えながら、複式簿記の考え方を取り入れて資産台帳を段

階的に整備していく方式であり、平成２１年秋までの財務４表の作成・公表に

向けて取り組んでいく。  
また、将来的には、全ての資産を複式簿記で勘定する基準モデルによる財務

４表を作成するため、年次的に資産台帳等の整備に取り組むこととする。  
なお、本市では、複式簿記による公会計改革を効率的・効果的に推進するた

め、法整備など国の動向を見極めながら全庁的な推進体制を構築し、当分の間

コンサルタントの支援を受け、計画的に以下の４つの項目に取り組んでいくも

のとする。  
 

 (1) 職員の意識改革のための研修  
 (2) 公有財産台帳の評価を加えた電子データベースの構築  
 (3) 財務４表作成及び財政運営への活用  
 (4) 複式簿記を活用した財務会計システムの検討  
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

     
   
   
 
 
    
   
 
 



 １ 全体的なスケジュール                      
 

 
 
 

年 度 項 目 内 容

公会計ワーキンググループ設置 簿記資格を有する職員等

公会計・複式簿記職員研修 全職員対象

資産・財産データベース作成
土地に関して資産台帳と土地課税台帳データ
の突合作業を行い、不一致リストを作成。
また、随時必要資料等の収集をする。

資産管理図作成

地形図都市計画図等の基礎図面データをシス
テムに取り込み、地籍図筆エリアデータと財
産台帳データをリンクさせて不一致リストを
作成し最終的に洗い出しをする。

評価図面作成（土地）

評価図面作成のため、固定資産評価状況把握
をする。
資産税課にある状況類似区分図・路線区分図
のデータを取り込む。

基準モデルへの移行作業 仕訳ルール等の検討

普通会計財務諸表作成
総務省方式改訂モデルでの貸借対照表と行政
コスト計算書

公会計・複式簿記職員研修 全職員対象

評価額算定（土地）
評価図面完成後、「宅地雑種地の評価」「宅
地雑種地以外の評価」を行う。
※道路に関してはしない。

売却可能資産の組み入れ
売却可能資産一覧を作成して各会計ごとに組
み入れる。

公有財産管理システム構築 有形固定資産評価可能システム

基準モデルへの移行作業 仕訳ルール等の検討

普通会計財務諸表作成 総務省方式改訂モデルでの財務４表を作成

普通会計以外の財務諸表作成 総務省方式改訂モデルでの財務４表を作成

連結処理 全会計対象

連結による財務諸表の公表 総務省方式改訂モデル

２０年度

２１年度



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年 度 項 目 内 容

公会計・複式簿記職員研修 全職員対象

基準モデルへの移行作業 仕訳ルール等の検討

財産台帳整備・評価 土地以外の全ての財産

連結による財務諸表の公表 総務省方式改訂モデルに基づく

公会計・複式簿記職員研修 全職員対象

基準モデルへの移行作業 仕訳ルール等の検討

財産台帳整備・評価 土地以外の全ての財産

システム構築の検討
発生主義・複式簿記を取り入れた財務会計シ
ステムの構築の検討

連結による財務諸表の公表 総務省方式改訂モデルに基づく

公会計・複式簿記職員研修 全職員対象

新・財務会計システム始動
発生主義・複式簿記を取り入れた財務会計シ
ステムの構築

連結による財務諸表の公表 基準モデルに基づく

２４年度
　以　降

２２年度

２３年度



Ⅳ 期待される効果と今後の課題  

 
 １ 期待される効果                          

 
公会計制度改革により次のような効果が期待される。  
 

(1) 透明性の向上、説明責任の履行  

    ① 第３セクター等を含めた連結ベースの財政状況等を明示すること

により、ストック情報も併せて、財政状況や課題が明らかになり、透

明性の向上が図られるとともに、住民への説明責任が果たされる。 

     ② 住民サービスのコストと負担を併せて明示することにより、職員も

住民もコスト意識が高まる。 

      ③ 財源とその使途とを併せて明示することにより、職員も住民も自治

体の資金繰りの状況を把握できる。 

 

 

  (2) 自治体経営（マネジメント）力の向上 

   ① 類似団体や近隣団体と比較分析することで、全体的な観点から自治

体の特徴や課題を踏まえた自治体経営の方向性検討に活用できる。 

   ② 行財政改革にあたり、目標指標に貸借対照表から得られる比率等を

活用することにより、収支ベースだけではなく、ストックベースでも

改革・改善を促進することができる。 

   ③ 施設等の受益者負担を伴うものについては、料金設定等の見直しに

活用できるなど、事業別、施設別等へ細分化することによる行政評価

等と連携が可能となる。 

 

 

  (3) 資産・債務の適切な管理         

   ① 全庁的に遊休資産を把握することで、資産の売却・活用を促進させ

る。 

   ② 減価償却情報を活用(老朽化度を把握)し、建替・修繕の計画に反映

する。 

   ③ 貸付金や未収金等の債権を相手先別、滞納期間別に管理することに

より、滞納整理を促進させる。  
 
 
 
 
 
 
 



 ２ 今後の課題                            
 
 (1) 財務書類の財政運営への活用                       

 
  民間企業の場合には、利潤追求が評価指標の基本である。しかし、地方公

共団体等においては、利潤概念がなく、経常収支や資産負債比率などを基本

指標とすることとなっている。これらの指標を想定し、政策形成や予算編成

等にどのように活用していくかを検討する必要がある。  
 
 
 (2) 基準モデルの年度毎の改訂                        

 
  公会計の理論及び実務は、今後、実作業や検討を通じて一層進展していく

と考えられることから、そうした状況に応じて基準モデルは絶えず充実・改

善を図っていく必要がある。  
 
 
 (3) 監査制度の構築                          
 
  作成する財務諸表が鹿屋市の政策形成に有効に活用されるためには、その

情報の信頼性を確保することが不可欠であり、そのためには、国における対

応を踏まえつつ、財務諸表の正確性に関する監査制度の構築を検討す必要が

ある。  
 


